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は じ め に 

 

近年の看護を取り巻く状況は、医療の高度化・専門分化に加えて、社会の高齢化な

どに伴い、多様化、複雑化しており、これらの課題に適切に対応していくため、看護

職員には、高い資質と看護実践能力の向上が求められています。 

そのような中、平成 21 年度に、保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の

促進に関する法律が改正され、平成 22 年度から新たに業務に従事する看護職員の臨

床研修等が努力義務となり、「新人看護職員研修ガイドライン」が作成されました。

その後、医療現場等の状況や看護基礎教育の見直し等の諸事情、研修成果を勘案し、

平成 26年２月には新人看護職員ガイドライン改訂版が示されています。 

一方、平成 26年 10月に医療法が改正され、医療機関における勤務環境の改善のた

めの取組みが努力義務となりました。県では、平成 27年２月に、「富山県医療勤務環

境改善支援センター」を開設し、医師・看護師等の医療スタッフが健康で安心して働

き続けられるよう、労務管理と医業経営の面から医療機関の取組みを総合的に支援し

ています。さらに、平成 31 年４月からは働き方改革法が施行され、一般労働者に対

する罰則付き時間外上限規制等が開始されています。 

こうした状況をふまえ、県では、看護職員が看護を通してやりがいと喜びを感じ、

いきいきと働き続けることができるように、新卒看護職員研修会、免許取得後３～５

年未満を対象とした若手看護職員の研修会・交流会の実施などさまざまな事業に取り

組んでいます。特に、「看護職員育成モデル病院事業」では、モデル病院において、

看護職の育成上の課題を整理し、目指す看護の実践に向けた環境づくりや業務の改善

など働きやすい職場づくりに取り組み成果を上げておられます。このほか、新人看護

職員をサポートする指導者に対する研修については、病院においてより効果的に実施

できるように、研修責任者、教育担当者、実地指導者の対象者別の研修を実施してい

ます。 

このたび、これらの実施状況を「富山県看護職員職場定着支援事業」として、取り

まとめましたので報告いたします。 
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